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ジャパンラグビー リーグワン 新型コロナウイルス感染症(COVID-19)対応ガイドライン 

はじめに 

 
1. ジャパンラグビー リーグワンの想い 

平素より格別のご高配を賜り、誠に有難う御座います。 

昨今のコロナ禍の中、一般社団法人ジャパンラグビーリーグワン（以下「JRLO」という）では、ジャパンラグビ

ー リーグワン（以下「大会」という）を開催するにあたり、無観客開催・制限付き開催と多角的に検討し、

当ガイドラインを制定する事で、大会に関わる全ての方の安全に最大限配慮し、大会を開催したいと考えて

います。 

選手、スタッフ、試合運営に関わるすべての皆さま、そのご家族、ファンの皆さま、一人一人が、新型コロナウ

イルスの特性を理解し、感染を予防する行動を取ってください。 

 

しかし、この新型コロナウイルスは、変異株の猛威もあり、個人防衛に十分に徹しても、残念ながら感染を

100%防ぐ手だてはありません。 

そこで集団防衛が必要となってきます。 

「体調が悪いけど、我慢して練習に出よう、仕事に行こう、ちょっと試合を観るだけだ」といった行動が、その方

が所属する団体に感染を広げてしまう可能性があります。 

発熱・咳・倦怠感などの症状を認めたら休む勇気を持つこと。そのことをクラブに報告する勇気をもつことを、

是非お願いいたします。 

 

またファンの皆さまにおかれましても、観戦にあたって、発熱・咳・倦怠感などの症状を認めた場合にはスタジア

ムに行かない、という文化の醸成が求められています。 

 

こうした個人防衛と集団防衛を通じて、JRLO に関わる全ての方が一体となり、新型コロナウイルスへの感染

を最大限に防ぎ、社会防衛に貢献することで、大会が成功裡に開催できるものと考えます。皆様のご理解と

ご協力を何卒よろしくお願い申し上げます。 

 

2. 本ガイドライン制定にあたり 

本ガイドラインは、新型コロナウイルス感染の予防および対処について、JRLO がクラブおよび試合運営に関

わる全ての関係者、そのご家族、ファンの皆様に推奨する手順をお示しするものです 

第 7 版においては、政府によるマスク着用の考え方が見直されたことにより、大きく緩和した内容への更新と

なっていますが、今後情勢に変化があった場合にはより厳しい措置が取られることがあります 

【参考】内閣官房 事務連絡 「『マスク着用の考え方の見直し等について』を踏まえた業種別ガイドラインの 

  見直しについて（依頼）」  「業種別ガイドライン見直しのためのポイント」 

  

https://corona.go.jp/prevention/pdf/guideline_jimurenraku_20230210.pdf
https://corona.go.jp/prevention/pdf/guideline_jimurenraku_20230210.pdf
https://corona.go.jp/prevention/pdf/guideline_review_20230210.pdf
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3. 本ガイドラインの目的 

コロナ禍の中で、全ての方の安全を優先し、大会を成立させる 

※全ての方とは、選手/チームスタッフ、マッチオフィシャル、ドクター、クラブ関係者、JRLO スタッフ、 

メディア/放送関係者、会場運営スタッフ、観客 を指す 

⚫ 感染を最大限防ぎながら、大会を開催する 

⚫ その際、感染リスクを下げるために関係者が遵守すべき基準を示す 

⚫ 感染が生じてしまった場合の適切な処置について示す 

 

4. 本ガイドラインの制定手続き 

⚫ 本ガイドラインは、一般社団法人ジャパンラグビーリーグワンが主体となり関係部門と調整の上、

JRLO 事業執行会議にて制定し、理事会へ報告する 

⚫ 本ガイドライン制定前に、専門的見地からの監修を受けるものとする 

➢ 感染症専門家、アドバイザー 

➢ JRFU 危機管理チーム、メディカル委員会 

⚫ 本ガイドライン制定にあたり、ステークホルダーと事前確認するものとする 

➢ JRLO クラブ代表者 

➢ JRFU 技術部門（マッチオフィシャル） 

⚫ 本ガイドラインの改正 

➢ 重要な事項または方針に関わる改正は、JRLO が主体となり関係部門と調整の上、

JRLO 事業執行会議にて制定し、理事会へ報告する 

⚫ 本ガイドラインの公表 

➢ 本ガイドラインは、JRLO 公式サイトにて公表する 

➢ JRLO および加盟クラブは本ガイドラインの遵守、ならびに公式サイト等に公表するなど、感

染防止対策を広く訴求する 

 

5. 本ガイドラインの有効期間  

⚫ JRLO として、新型コロナウイルス感染症への対策が要請されると判断する期間中に限る 
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6. JRLO のアドバイザー（敬称略） 

 

専門家 

國島 広之 聖マリアンナ医科大学 感染症学講座 教授 

堀野 哲也 

東京慈恵会医科大学 感染制御科 准教授 

JRFU メディカル委員会 

JRLO メディカルコントロール部会員 

アドバイザー 

田島 卓也 
宮崎大学医学部 整形外科 准教授 

JRLO メディカルコントロール部会長 

中村 明彦 

中村外科小児科医院 

日本ラグビーフットボール協会理事・メディカル委員会委員長 

JRLO メディカルコントロール部会員 

中村 夫左央 

愛染橋病院整形外科 部長 

関西ラグビーフットボール協会医務委員長 

JRLO メディカルコントロール部会員 

村上 秀孝 

村上外科病院 院長 

九州ラグビーフットボール協会メディカル委員長 

JRLO メディカルコントロール部会員 

三森 教雄 

明治安田新宿健診センター センター長 

関東ラグビーフットボール協会メディカル委員会副委員長 

JRLO メディカルコントロール部会員 

岡山 明洙 

行政独立法人 地域医療機能推進機構 

神戸中央病院 整形外科診療科部長 

JRLO メディカルコントロール部会員 

菅原 敦 
岩手医科大学附属病院整形外科 助教 

JRLO メディカルコントロール部会員 

大関 信武 
東京医科歯科大学再生医療研究センター 講師 

JRLO メディカルコントロール部会員 
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ジャパンラグビー リーグワン 新型コロナウイルス感染症(COVID-19)対応ガイドライン 

第1章 感染予防と、感染への対処 

1. 新型コロナウイルスへの理解 

1. 病原体 

(1) コロナウイルスの一種である SARS-CoV-2 による感染症を COVID-19（感染症法では新型

コロナウイルス感染症）と呼ぶ 

(2) ウイルスは自ら増殖することができず、人間の粘膜などの細胞に付着し入り込むことによって、増

殖する 

⚫ 体内でウイルスが増殖すると症状が出る。また他の人に感染するようになる 

⚫ 症状が出るおよそ 2 日前から他の人に感染するのがこのウイルスの特徴 

(3) 健康な皮膚には入り込むことができず付着するだけ、と言われている。付着した状態で 3 日間程

度は感染力をもつとされる 

⚫ 多くの人が共通で触るものを減らすこと、または消毒することが重要 

 
 

⚫ 手洗い、およびむやみに顔の粘膜（目、鼻、唇）に手で触れないことが重要 

『新型コロナウイルス感染症 COVID-19 診療の手引き』 

【参考資料】 

●「『新型コロナウイルス』とは、どのようなウイルスですか。」（厚生労働省） 

 

2. 感染経路 

(1) 飛沫感染 （咳・くしゃみ、おしゃべりによる感染） 

⚫ 通常の風邪やインフルエンザのように、咳やくしゃみによりウイルスが排出され、それを吸入す

ることにより感染が生じる 

⚫ 特に新型コロナウイルス感染症では、濃厚接触状態（手が届く範囲）における“おしゃべ

り”でも感染が広がる可能性があることが重要 

(2) 接触感染 （手で触れることによる感染） 

⚫ 咳やくしゃみ、おしゃべりで環境に排出されたウイルスがものの表面に付着し、手指などを介

して粘膜（口、鼻、眼など）から侵入することにより感染が成立する 

⚫ ウイルスは条件次第では、環境中で 3 日間程度、感染性を保つ 

https://www.mhlw.go.jp/content/000936655.pdf
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00001.html#Q2-1


 7 / 44 

(3) 参考：厚生労働省「新型コロナウイルス感染症にはどのように感染しますか。」 

3. 潜伏期・感染可能期間 

(1) 潜伏期（ウイルスに感染してから症状がでるまでの期間）は 1～14 日間で、5 日程度で発症

することが多い 

(2) 発症前から感染性があり、発症から間もない時期の感染性が高いのが特徴 

(3) 発症から３～４週間，病原体遺伝子が検出されることはまれでない。ただし病原体遺伝子が

検出されることと感染性があることは、同義ではない 

(4) 感染可能期間は発症 2 日前から発症後 7～10 日間程度と考えられている 

(5) 血液、尿、便から感染性のある SARS-CoV-2 を検出することはまれである 

 

【参考】厚生労働省 新型コロナウイルスに関する Q&A 

「新型コロナウイルスに感染した人から、感染する可能性があるのはいつまでですか。」 

 

4. 年代と症状 

(1) 感染者のうち、8 割は軽症又は無症状のまま治癒する。2 割で肺炎症状が増悪し、人工呼吸

器管理などが必要になるのは 5％程度と言われている 

(2) 若年層では重症化割合が低く、65 歳以上の高齢者や慢性呼吸器疾患、糖尿病、肥満など

を有する者で重症化のリスクが高いことが判明している 

（出典：令和２年８月 28 日 新型コロナウイルス感染症対策本部決定『新型コロナウイルス感染症に関す

る今後の取組』） 

 

 

 

（厚生労働省『新型コロナウイルス感染症の“いま”に関する 11 の知識』） 

 

【参考資料】 

●国内の発生状況（厚生労働省） 

 

 

2. 感染を予防する 

1. 人々への推奨行動(内閣府) 

(1) 内閣府ホームページ「感染拡大防止に向けた取組」より 

COVID-19 ウイルスの流行を抑えるために個人ができる方法として、下記が挙げられています。 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00001.html#Q2-2
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00001.html#Q2-3
https://corona.go.jp/expert-meeting/pdf/houkoku_r020828.pdf
https://corona.go.jp/expert-meeting/pdf/houkoku_r020828.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/000927280.pdf
https://www.mhlw.go.jp/stf/covid-19/kokunainohasseijoukyou.html
https://corona.go.jp/proposal/
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⚫ 効果的な換気 

⚫ マスクの着用（個人の判断が基本となる。着用時は正しく着用する） 

⚫ 3 密（密接・密集・密閉）の回避 

⚫ こまめな手洗い・手指消毒 

 上記に加え、ワクチンの接種や飲食の場面では対策を講じ、感染拡大防止に努めましょう。 

 

【参考資料】  

●新型コロナウイルス感染症対策について（首相官邸） 

https://www.kantei.go.jp/jp/headline/kansensho/coronavirus.html 

●新型コロナウイルス感染症の“いま”に関する 11 の知識（厚生労働省） 

https://www.mhlw.go.jp/content/000927280.pdf 

●マスクの着用について（厚生労働省） 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kansentaisaku_00001.html 

 
 

 

https://www.kantei.go.jp/jp/headline/kansensho/coronavirus.html
https://www.mhlw.go.jp/content/000927280.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/000927280.pdf
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kansentaisaku_00001.html
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（厚生労働省）令和 5 年 3 月 13 日以降のマスク着用の考え方について 

 

令和５年３月 13 日以降、個人の主体的な選択を尊重し、着用は個人の判断に委ねることになります。 

本人の意思に反してマスクの着脱を強いることがないよう、個人の主体的な判断が尊重されるよう、ご配慮を

お願いします。 

 

＜着用が効果的な場面＞ 

〇高齢者など重症化リスクの高い方への感染を防ぐため、下記の場面では、マスクの着用を推奨します。 

・医療機関を受診する時 

・高齢者など重症化リスクの高い方が多く入院・生活する医療機関や高齢者施設などへ訪問する時 

・通勤ラッシュ時など、混雑した電車やバス（＊）に乗車する時 （当面の取扱） 

（＊）概ね全員の着席が可能であるもの（新幹線、通勤ライナー、高速バス、貸切バス等）を除く。 

そのほか、 

○新型コロナウイルス感染症の流行期に重症化リスクの高い方が混雑した場所に行く時については、感染から

自身を守るための対策としてマスクの着用が効果的です。 

 

＜症状がある場合など＞ 

症状がある方、新型コロナウイルス感染症の検査で陽性となった方、同居する家族に陽性となった方がいる方

は、周囲の方に感染を広げないために、外出を控えてください。通院などでやむを得えず外出する時には、人

混みは避け、マスクの着用をお願いします。 

 

＜医療機関や高齢者施設などの対応＞ 

○高齢者など重症化リスクの高い方が多く入院・生活する医療機関や高齢者施設などの従事者の方は、勤

務中のマスクの着用を推奨しています。 

※マスクの着用は個人の判断に委ねられるものではありますが、事業者が感染対策上又は事業上の理由

等により、利用者又は従業員にマスクの着用を求めることは許容されます。 

 

[留意事項] 

○子どもについては、すこやかな発育・発達の妨げとならないよう配慮することが重要です。 

○なお、感染が大きく拡大している場合には、一時的に場面に応じた適切なマスクの着用を広く呼びかけるな

ど、より強い感染対策を求めることがあり得ます。ただし、そのような場合においても、子どものマスク着用につ

いては、健康面などへの影響も懸念されており、引き続き、保護者や周りの大人が個々の子どもの体調に十

分注意をお願いします。 
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●内閣官房コロナ室「いつでもマスク」では、素材別の防御効果が示されています 

 できる限り不織布マスクを、鼻と口が覆われるように正しく着用することを推奨します（以下「正しいマスクの

着用」という 

 

 
 

●機会が与えられた時には、ワクチンを接種することが推奨されています 

厚生労働省 「新型コロナワクチンについて」                    

 

●もっと知りたい方へのお薦め 

『新型コロナウイルスに関する Q&A（一般の方向け）』  厚生労働省 

「３つの密を避けましょう！」    首相官邸、厚生労働省 

「手洗い」や「マスクの着用を含む咳エチケット」   首相官邸、厚生労働省 

「正しい手洗い方法」     厚生労働省（動画） 

「マスクの正しい着け方」     厚生労働省（動画） 

「新しい生活様式」の実践例    厚生労働省 

「新しい生活様式」における熱中症予防行動のポイント」 厚生労働省 

  

https://corona.go.jp/proposal/#mask
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/vaccine_00184.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00001.html
https://www.mhlw.go.jp/content/10906000/000621809.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000593493.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=Eph4Jmz244A
https://www.youtube.com/watch?v=VdyKX4eYba4&list=TLPQMDkwNTIwMjAQRmVoscY52w&index=3
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_newlifestyle.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_coronanettyuu.html
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ジャパンラグビー リーグワン 新型コロナウイルス感染症(COVID-19)対応ガイドライン 

第2章 チームの日常活動と有事対応 

1. 安全を確保しながら、活動を継続する 

(1) 選手/チームスタッフ、マッチオフィシャル、ドクター、クラブ関係者、JRLO スタッフ、メディア/放送関

係者、会場運営スタッフ、観客、全ての関係者と社会の安全を最優先する 

⚫  国や自治体の指導に従う（社会の感染状況に応じた判断を行う） 

⚫  JRLO の感染症の専門家/アドバイザーの助言を受ける 

⚫  自らを健康に保つ（健康管理、行動記録、PCR 検査など） 

⚫  観客や社会の安全に貢献する 

(2) 出来る限り予定通り公式戦を実施できるよう、最大限努力する 

⚫  地域に根ざしたクラブは、スポーツの社会的使命の一翼を担っている 

(3) お客様と一緒に公式戦を実施できるよう、最大限努力する 

⚫  クラブ/JRLO は、ファン・サポーターに支えられている 

 

2. チームの日常活動 

1. 感染を注意すべき関係者 

(1) 選手だけでなく、スタッフ、ご家族・同居人の方など、クラブ全体の予防に努める 

チーム 選手、チームスタッフ（監督、コーチ、メディカル、通訳、その他）、およびそ

の家族・同居人 

アカデミー 選手、チームスタッフ（監督、コーチ、メディカル、通訳、その他）、およびそ

の家族・同居人 

スクール スクール生、普及コーチ、およびその家族・同居人 

フロント クラブの役員、職員、およびその家族・同居人 

施設 ホストスタジアムやトレーニング施設の役員、職員およびその家族・同居人 

試合運営 ボランティア、警備、売店などのスタッフ、およびその家族・同居人 

チームバス 運転手およびその家族・同居人 

(2) 告知、啓発、協議を通じて、ラグビーに関連する人々に広く予防を呼びかける 

⚫ メディア 

⚫ 中継制作スタッフ 

⚫ ファン・サポーターへの告知、啓発 

 

2. 日常生活における注意事項 

(1) マスク・フィジカルディスタンス・会話の制限の考え方 

日常生活やチーム活動の場面において、下表の方針に基づく予防行動が求められる。 

マスクなしの場合 距離（目安 2m）を取るか、会話を制限 

距離なしの場合 

（1～2m 未満目安） 
マスクを着用するか、会話を制限 
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会話ありの場合 マスクを着用するか、距離を制限 

換気の悪い場所 マスクを着用 

※「距離あり」とは「2m 以上間隔をあける」ことを指す 

 

(2) 感染予防の習慣化 

⚫ 規則正しい生活、バランスの取れた食事、十分な休養・睡眠（免疫力アップ） 

⚫ 外出時は常に正しいマスクの着用を行う。マスクは不織布製で隙間なく着用することが望ま

しい（飛沫感染防止） 

⚫ 咳エチケットを守る（他人にうつさない） 

⚫ 手洗い、手指消毒（手についたウイルスを除去） 

⚫ 口・鼻・目に不用意に触れない 

⚫ 多くの人が共通して触れるモノ、触れる場所に注意 → 触れたら手洗い・手指消毒 

⚫ マスク無しで近距離（2m 程度）の会話は避ける 

⚫ ワクチンの接種も推奨する 

(3) リスク行動を減らす 

⚫ 外食はできる限り慎む（家族・同居者との外食は可）。とくに 5 人以上の外食はリスクが

高い 

⚫ 外食時には、都道府県による『第三者認証制度』における認証を取得した飲食店の利用

を推奨する 

⚫ 飲食時の会話も、できるだけ正しいマスクの着用を行う 

⚫ 3 つの密（密閉、密集、密接）が生じないように注意する 

⚫ ロッカールーム、チームバス、会食をはじめ、複数人数が距離のないエリアに集まり、マスクを

外しやすく、会話が発生しやすい場所は特に、適切な対策を怠った場合、感染リスクが高

まるため注意する 

⚫ できるだけ感染リスクの低い移動方法を選ぶ 

⚫ ミーティング、ロッカールーム、シャワー等は常時換気し、人と人とが触れ合わない距離を保

ち、可能な限り短時間で済ませる 

⚫ 共用物は適時消毒する。タオル、飲料ボトル、シャンプー等は共用を避ける 

⚫ 頻繁な握手・ハイタッチ・抱擁、大声を出す集合写真・円陣、唾や痰やうがいしたものを吐

く行為なども感染リスクにつながるため注意する 

⚫ スポーツジムは、多人数が室内で呼気が激しくなる運動を行うため、不特定多数が利用す

る場所の利用はできる限り控え、チーム・個人等で専用できる場合は感染対策が徹底さ

れた場所を利用する 

(4) 体調記録・行動記録の作成 

1) 対象となるチーム選手・スタッフを特定し、JRLO 大会期間中は JRLO として「要管理者」

と認定する（JRLO D1/D2/D3 全 23 チーム 約 1,650 名程度） 

2) チーム毎（管理単位毎）に COVID-19 責任者を配置する 

3) 1)で特定した要管理者については、原則、チーム COVID-19 責任者が毎日の体調記

録、行動記録を把握し、管理の徹底を推奨する 
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3. チーム COVID-19 責任者、検査責任者の設置 

各クラブは、チーム COVID-19 責任者、担当者を配置し、新型コロナウイルス感染予防および対策

に努める。 

(1) チーム COVID-19 責任者（1 名選任／GM・実行委員クラスを想定） 

1) チーム内（全選手および選手と活動を共にする現場スタッフ）における日々の感染予防と 

   安全確認を統括し、異常時には JRLO へ報告する 

2) 試合当日の異常発生時は、マッチコミッショナーに報告し、然るべき判断を仰ぐ  

(2) 公式検査責任者（2 名選任） 

1) リーグ所定の研修を受け、検査の責任を認識し、その方法について精通する 

2) 検査当日に立会いを行い、検査が正しく行われているか管理し、責任者相互確認のもと

検査結果を JRLO へ報告する。なお、報告には、当該責任者 2 名の署名を求める 

  ※チーム COVID-19 責任者が兼務をしてもよいが、上記確実に実行できる者を選任すること 

  ※検査補助者を置いてもよいが、責任者が必ず立ち会い、確認すること 

  ※公式検査責任者が何らかの理由で職務遂行ができなくなった場合に備え、バックアップ人員を

選任してもよいが、原則としては責任者 2 名において対応すること 

 

3. 有事対応（陽性発生、試合直前の発熱や濃厚接触疑いの取り扱い） 

1. 有事における心構え 

(1) 陽性判定を受けた者に、適切な治療機会を提供する 

➢ 新型コロナウイルス感染症はいつ誰が感染してもおかしくない病気である。よって、罹患者や

そのクラブに対しては見舞いをもって接するべきである。罹患者や関係者、クラブを非難し禁

忌するのは極めて不適切であることを理解する 

(2) 地域やクラブ内の感染拡大を防ぐ 

⚫ 行動履歴の整理と保健所との協議（必要に応じ） 

⚫ クラブ内感染状況の確認、必要に応じて濃厚接触者を特定して隔離する 

(3) 公式戦を予定通り開催する方向で調整する 

⚫ JRLO、JRFU、関係クラブ、自治体、スタジアム等との協議・調整 

➢ 陽性判定、試合直前の発熱などの有事においても、それぞれが求められる対処を着実・迅

速かつ誠実に行い、相互信頼に基づいて公式試合が継続されるよう尽力する 

(4) 公式戦中止の場合は、広報対応、ステークホルダー対応を行う 

(5) クラブの感染防止体制の再チェック 

 

2. 有事における対応 

JRLO2022-23 における陽性者発生時の取り扱いについては、各チームでの判断に委ねる。 

感染者発生時対応例 

1) 初動 

① 感染者を隔離する（感染拡大防止） 

② クラブ内で情報共有（チームドクターを含む） 

③ 医療機関の受診および PCR 検査を推奨する。ただし、症状が軽い場合は「健康フォ

ローアップセンター」へ連絡し、自宅療養することも検討する 
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※健康フォローアップセンターについては次頁【参考】参照 

④ 必要に応じて行動記録を基にチーム内濃厚接触者を特定し隔離する 

2) JRLO へ報告 

3) 感染者の治療については医師・保健所の指示に従う 

4) 遠征先で陽性判定または症状が出た場合、ホストクラブが受け入れ病院の紹介など全面

的に支援する 

5) 施設の消毒は保健所の指示等、必要に応じ行う 

6) JRLO の役割 

・ クラブの対応支援 

・ 公式戦実施可否判断 

・ 他クラブ、マッチオフィシャル等への対応をケア 

・ メディア発表での連動（感染者の報告、試合実施に関する報告など） 

7) クラブの感染防止体制の再チェック：保健所や専門家の指導を受ける 

 

 

【参考】 

令和 4 年 9 月 12 日付け厚生労働省事務連絡『With コロナの新たな段階への移行に向けた全

数届出の見直しについて』に基づき、自主検査で陽性となった場合の病院受診対応が変更になって

いるので注意すること。症状が軽い場合は、健康フォローアップセンタ―に連絡し、自宅療養する 

 

 

3. 陽性判定からの復帰 

(1) 陽性と判定された場合の厚生労働省による復帰基準 

【参考】 厚生労働省 「陽性になって入院や療養をした場合、どうなったら元の生活に戻れます

https://www.mhlw.go.jp/content/000988989.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/000988989.pdf
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00001.html#Q5-4
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か。」 

 内閣府新型コロナウイルス感染症対策推進本部 

令和 4 年 9 月 7 日事務連絡（9 月 13 日最終改正） 

「新型コロナウイルス感染症の患者に対する療養期間等の見直しについて」 

 厚生労働省による例示 メモ 

有症状 

発症日から 7 日間経過し、かつ症状軽快後

24 時間経過 

※ただし入院した場合は 10 日間経過後、

かつ症状軽快後 72 時間経過 

・ 発症日を 0 日目としてカウント 

・ たとえば 2 日目に軽快すれば、8 日目に検査

なしで退院可能 

症状軽快後 24 時間経過した後、24 時間

以上間隔を空け 2 回の PCR 検査で陰性を

確認 

・ 発症日を 0 日目としてカウント 

・ たとえば 2 日目に軽快し、3 日目、4 日目に

検査して陰性確認すれば退院可能 

無症状 

・ 検体採取日から 5 日目に検査キットで陰

性を確認した場合 6 日目から解除可 

・ （検査をしない場合）検体採取日から 7

日間経過 

・ 検体採取日を 0 日目としてカウント 

・ 検査キットは体外診断用医薬品（抗原定

性検査）を使用すること 

 

※症状がある方は 10 日間、無症状の方は 7 日間、感染リスクが残存する。よって検温、高齢者

等の重症化リスクのある方との会食の回避、感染リスクの高い行動を控えていただくなど、自主的

な感染予防行動を徹底する 

※療養期間中の外出自粛について、有症状の場合で症状軽快から 24 時間経過後、または無症

状の場合には外出時や人と接する際は短時間とし、移動時は公共交通機関を使わないこと、外

出時や人と接する際に必ずマスクを着用するなど自主的な感染予防行動を徹底することを前提

に、食料品等の買い出しなど必要最小限の外出を行うことは差し支えない 

 

 
 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00001.html#Q5-4
https://www.mhlw.go.jp/content/000989624.pdf
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4. 濃厚接触者の取り扱い 

【参考】 厚生労働省 「濃厚接触者とはどのような人でしょうか」） 

 

JRLO2022-23 における、濃厚接触者の取り扱いについては、令和 4 年 7 月 22 日付け厚生労

働省事務連絡 「B.1.1.529 系統（オミクロン株）が主流である間の当該株の特徴を踏まえた感

染者の発生場所毎の濃厚接触者の特定を含む積極的疫学調査の実施について」に基づき、下記

の通りとする 

(1) 同一世帯内で感染者が発生した場合 

1) 直ちにクラブに報告する 

2) リーグ統一の濃厚接触疑い者自主基準は設定しない 

3) 保健所による濃厚接触者の特定・行動制限を受けた場合にはその指示に従う 

4) 濃厚接触者と特定された場合は、定められた待機期間隔離措置を行う 

① 感染者発症日（無症状の場合は検体採取日）を 0 日目として、5 日間 

② 2 日目および 3 日目の抗原定性検査キットを用いた検査で陰性を確認した場合

は 3 日目から解除可能 

※厚生労働省 事務連絡での注意事項として、待機期間解除後の行動について下記言及が

あるので、適切に対応すること 

一定の発症リスクは残存することから、7 日間が経過するまでは、検温など自身による健康状

態の確認や高齢者や基礎疾患を有する者等感染した場合に重症化リスクの高い方（以下

「ハイリスク者」という。）との接触やハイリスク者が多く入所・入院する高齢者・障害児者施設

や医療機関（以下「ハイリスク施設」という。）への不要不急の訪問、感染リスクの高い場所

の利用や会食を避け、マスクを着用すること等感染対策を徹底すること 

(2) クラブ内で感染者が発生した場合 

1) リーグ統一の濃厚接触疑い者の特定は行わない 

2) ただし、各クラブで独自の基準を設ける、保健所による調査を要請することは妨げない。特

に保健所により濃厚接触者の特定・行動制限を受けた場合にはその指示に従う 

(3) 集団感染（クラスター）が発生した場合 

1) クラブ内で同時多数の感染者が発生した場合においては、上記厚生労働省 事務連絡に

基づき、各クラブの判断で適切に対応すること 

 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00001.html#Q3-3
https://www.mhlw.go.jp/content/000968056.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/000968056.pdf
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5. 陽性者、濃厚接触者の競技復帰 

JRLO2022-23 における陽性者、濃厚接触者の競技復帰については、リーグ統一のプロトコルは設

けない。ただし、復帰にあたってはチームドクターを中心に、選手ウェルフェアを最優先のうえ対応にあた

ること 

 

【参考】 日本臨床スポーツ医学会、2021 年 11 月 8 日  COVID-19 罹患後のスポーツ復帰

指針  

 

https://www.rinspo.jp/files/topics210507.pdf
https://www.rinspo.jp/files/topics210507.pdf
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4. 試合実施の判断 

 

1.試合実施可否判断のタイミング（原則週 1 回） 

(1) 一次判断 

   当該試合予定 48 時間前の試合エントリー状況並びに試合前検査の結果により判断  

(2)  最終判断 

   当該試合開始時間（KO）起算に、100 分前 

(3)  前 2 項にかかわらず、JRLO 代表理事が必要と判断した場合は随時判断を行う 

 

2.試合実施可否判断の基準 

(1) 検査の結果、エントリーに必要な人数を充足できること 

 

3.試合実施可否判断の方法 

(1) 全チームの公式検査結果を基に、JRLO 代表理事が試合実施可否を判断する。 

中止判断となった場合は、主管代表者、両チーム代表者に通知する。 

(2) JRLO 代表理事は、必要に応じて、試合実施可否の判断に際し、JRLO 業務執行理事、

JRLO 事務局、および JRLO 専門家/アドバイザーとの協議を実施することができる。 
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ジャパンラグビー リーグワン 新型コロナウイルス感染症(COVID-19)対応ガイドライン 

第3章 新型コロナウイルス感染 公式検査実施について 

1. 定義 

JRLO は、選手、チームスタッフ、マッチオフィシャル等に、新型コロナウイルスへの感染の有無を確認す

るため検査を実施する 

 

2. 検査の目的 

1. JRLO が新たな感染源となってしまうリスクを抑える 

2. 選手をはじめとする関係者が、少しでも安心して競技できる前提を整える 

3. 検査手法や結果開示等を通じて、スポーツ界、医学界に貢献する 

 

3. 検査の概要 

1. 定例的にリーグ公式検査を実施する 

(1) 検査は抗原定性検査（鼻腔ぬぐい方式）をもって行う 

【参考資料】 新型コロナウイルス感染症にかかる各種検査（『病原体検査の指針 第 6 版』） 

 
 

https://www.mhlw.go.jp/content/001029252.pdf
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(2) 検査タイミングは定時検査と試合前検査の週 2 回とする 

(3) (2)の定例的な公式検査に加え、臨時の公式検査を実施することがある 

(4) 検査対象者は下記の通りとする 

1) チーム選手および選手と日常的に活動を共にするスタッフ 

2) マッチオフィシャル（レフリー、アシスタントレフリー） 

3) 上記の他、JRLO が必要と認める者 

4) 医師の診断および PCR 検査で陽性となった者については、その後 4 週間検査対象外と

する 

(5) 検査の詳細は「新型コロナウイルス感染症(COVID-19)検査マニュアル」に定める 

(6) マッチオフィシャルの検査運用については別途定める 

 

4. 検査責任者の設置 

各チームは公式検査責任者を 2 名設置し、公明正大に検査を実行する 

(1) リーグ所定の研修を受け、検査の責任を認識し、その方法について精通する 

(2) 検査当日に立会いを行い、検査が正しく行われているか管理し、責任者相互確認のもと検査

結果を JRLO へ報告する。なお、報告には、当該責任者 2 名の署名を求める 

  ※チーム COVID-19 責任者が兼務をしてもよいが、上記確実に実行できる者を選任すること 

  ※検査補助者を置いてもよいが、責任者が必ず立ち会い、確認すること 

 

5. 陽性判定の場合 

公式検査が陽性判定の場合は下記のとおり取り扱う。 

(1) 公式検査で陽性判定となった場合は、医師の受診および PCR 検査の受検を推奨する 

(2) (1)の結果、陽性と診断された場合 

1) チーム管理の下、厚生労働省の復帰基準を満たすまで隔離する 

2) 復帰後 4 週間は、公式検査は不要とする 

(3) (1)の結果、陰性と診断された場合 

1) 隔離などの措置は取らず、復帰してよい 

2) 次の定時検査より公式検査を受検する 

3) 試合前検査が陽性で(1)の結果が陰性であっても、当該週の試合出場は不可とする 

(4) 医師の受診および PCR 検査の受検を行わない場合 

1) チーム管理の下、自主隔離する 

2) 次の定時検査で陰性となった場合は復帰してよい 

 

6. 検査結果の公開 

本検査の結果は、大会開催に影響がある場合など必要に応じて公開する 
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ジャパンラグビー リーグワン 新型コロナウイルス感染症(COVID-19)対応ガイドライン 

第4章 試合開催におけるガイドライン 

2022 年 11 月現在、新型コロナウイルス感染が抑制されてはいるものの、感染拡大予防の観点から引き

続きイベントにおける開催制限が行われている。試合開催に際しては、現地での観戦体験を楽しんでいただ

くとともに、感染リスクの抑制の体制を整えることで来場者全員の安心、安全を確保することが、安定的なリ

ーグ運営につながることを認識する 

 

1. 概要 

1. イベント開催における政府の指針 

令和 5 年 2 月 10 日付け内閣官房事務連絡『基本的対処方針に基づくイベントの開催制限、施

設の使用制限等に係る留意事項等について』に基づき、JRLO2022-23 においては「開催制限付

き試合開催」とする 

 
 

 

https://corona.go.jp/package/assets/pdf/jimurenraku_seigen_20230127.pdf?20230127
https://corona.go.jp/package/assets/pdf/jimurenraku_seigen_20230127.pdf?20230127
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2. JRLO における制限に関する考え方 

(1) 収容人数や各制限項目については、最新の国の事務連絡や自治体の要請内容を遵守する。

各クラブは必要に応じて安全計画を策定し、自治体の了承を得る 

(2) ただし、コロナ感染状況がチケット販売時から大きく変化した場合等は、収容人数等については

JRLO 代表理事が別途判断することがある 

(3) 入退場や各ゾーンでの行動管理ができない場合は、開催を慎重に検討する 

 

3. 試合開催の前提となる感染防止策 

(1) 密回避のポイントと感染防止策の例 

密回避ポイント 感染防止策の例 

①アクセスや試合

前後の飲食の場面

での密回避 

○ 予想来場者数をもとに交通会社と事前に駅やバス停の混雑緩

和、増便などについて協議する。列車やバスでの換気が行われる

ことを確認する 

○ 予想来場者数を警察と共有し、警備計画を報告したうえで混

雑予防へのアドバイスを受ける 

○ 観客に対し、時差来場や、多様な交通手段での来場を呼びか

ける 

○ 警備会社と協力して混雑状況に応じた誘導を行い、主要駅から

スタジアムまでの間の密回避を呼びかける 

○ 飲食について、商店会等と来場予測を共有し、十分なコロナ対

策の実施や安全に飲食店を利用いただくための告知などの対策

を行う 

○ 来場者への注意すべきポイントを共有し、感染防止行動を惹起

する 

②スタジアム入場

時の密回避 

○ 待機場所をマーキングするなど人と人とが触れ合わない距離を保

つ 

○ 来場者に応じてレーンを増減させ、待機列を分散させる 

○ 席種別に入場時間を分けるなどの措置を取る（年間チケット保

有者やファンクラブの優先入場など） 

○ 選手バス到着やマスコットなどの人だかりができそうな場面での滞

留を防ぐ 

○ 特に混雑時間帯などの列整理が困難な場合は欄外記載の補

足に従い区画整理を行う 

③スタジアム退場

時の密回避 

○ 試合終了時、一斉退場にならないよう、場内放送や大型映像

で呼びかける 

○ 退場時は使用するゲート数を増やし、ルートの選択肢を増やす 

○ 試合後イベントを場内で実施するなどして時差退場を促す 

○ 席種（エリア）毎の時差退場を実施する 

○ 試合終了後も、スタジアム外周での飲食サービスを提供するな

ど、タイミングをずらす 

○ 選手バス周りの滞留を防ぐ 
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④トイレの密回避 ○ （一社）日本トイレ協会の平均トイレ占有時間（小用で男性

31.7 秒、女性 93 秒）をもとに、混雑度合いを予測 

○ 待機場所をマーキングするなど人と人とが触れ合わない距離を保

つ 

○ 列誘導、注意喚起呼びかけのスタッフの配置 

○ 特に混雑時間帯などの列整理が困難な場合は欄外記載の補

足に従い区画整理を行う 

⑤売店の密回避 ○ 待機場所をマーキングするなど人と人とが触れ合わない距離を保

つ 

○ 列誘導、注意喚起呼びかけのスタッフの配置 

○ 狭い場所（コンコースなど）への出店を取りやめる 

○ グッズ売店（テント内）に入るお客様を制限する 

⑥試合中の観客の

行動への介入 

○ マスク着用をせずに声出し応援をされているお客様に対しては個

別に注意喚起を行い、応じない場合は他の空いている座席への

移動も検討する 

○ 場内アナウンスや大型映像を活用した注意喚起を行う 

⑦混雑状況への対

応 

○ 飲食売店、グッズ売店、トイレ等の稼働及び混雑状況に応じ、

空いている箇所への適切な誘導 

⑧その他 ○ 試合ごとに、この試合で感染者を出さないことを全スタッフで共有

する 

○ 場内にも協力呼びかけの案内を多数設ける。スタッフからの声か

けも適切に行う（試合前から各所巡回する） 

○ SNS を活用して密を避けるよう呼びかける 

○ 手指消毒液等を適切に設置する 

○ ガイドラインをもとにチェック用紙を作り、漏れが無いようにする 

 

※待機場所に関する補足 

・ 待機場所は人と人とが触れ合わない距離の確保が求められる 

・ 特に収容率が 50%を超える場合、スタジアムの構造上ハーフタイム時などに一部のトイ

レや売店等での混雑が想定される。その場合の補足対応例は以下の通り 

① 会話を控えることを周知する。 

② 待機列と通行帯の間を 50cm 以上離す 

③ 同一方向を向くよう区画整理し、会話を誘発させない 

④ 明確な区画整理もしくは整理員の配置 

 

4. ベニューCOVID-19 担当者の設置 

試合開催に当たっては、ベニューCOVID-19 担当者（最低 1 名）を配置し、新型コロナウイルス

感染予防および対策に努める。 

(1) クラブの試合開催におけるコロナ対応の窓口となり、JRLO との連携、試合当日のチェックを行い、

大会の成立に繋げる 

(2) JRLO と連携を密に行い、本ガイドラインに沿って各種準備を行う 
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(3) 運営スタッフの健康管理・予防状況確認および指導を行う 

(4) スタジアムでの衛生管理を統括する 

別紙：確認事項チェックシートに基づきチェックを行い、感染症対策を徹底する 

⚫ 消毒液の設置、検温体制、ゾーン区分(動線)、諸室の常時換気等の事前確認 

⚫ 会場設営、撤去時の予防(消毒や対人間隔の確保等)状況確認および指導 

⚫ クラブ応援団の予防状況確認および指導 

 

 

別紙：確認事項チェックシートの例 

 

＜事前準備時＞                   ＜試合準備日・試合日＞ 

 

   

区分 コメント

Zone 1　動線設定 □ 正面エントランス

□ VIP関係者アクセスルート

□ 審判控室

□ 医務室／HIAルーム

□ ドーピングテストルーム

□ チーム更衣室

□ 選手入場口

□ ピッチ（FOP）

□ 運営本部

□ 記者控室

□ 記者会見室

□ 救急車両車寄せ

Zone 2　動線設定 □ 検温ゲート

□ スクリーニング（二次検査）テント

□ 関係者受付

□ 報道受付

□ チケットゲート（正面・南側）

□ 消毒液設置

□ トイレ

□ 場内売店

□ コーチボックス動線確認

□ 中継局関係者アクセスルート

□ 報道関係者アクセスルート

Zone 3　動線設定 □ エントランス、開場前待機列、案内方法

□ チームテント

□ 駐車場、車寄せ

衛生管理 □ 消毒液の設置場所、個数の確認

□ チームが利用する諸室の消毒計画確認

関係者入場管理 □ 対応者マスク着用

□ 入口の限定、設置場所確認

□ 関係者受付のレイアウト確認

□ 検温場所、申請・記録用紙、確認書受け取り、体温記録用紙記入場所

□ 検温済みとそうでない人を識別（測定漏れ防止）

観客入場管理 □ 待機列の密防止

□ 入口のレイアウトが適正である

□ 消毒液設置の場所確認

□ もぎりの場所確認

□ スクリーニングテント場所設置の確認

売店、トイレ □ 待機列の密防止

□ 消毒液の設置場所確認

喫煙所 □ フィジカルディスタンスの確保

VIP □ 徒歩移動、車移動の動線確認

□ VIPへのアクセスルート確認

退場時 □ 密にならないような工夫

その他 □ ランシート作成者、反映者の確認

□ 必要な場所へのコーン、ロープパーテーション設置、警備品配置など確認

確認事項チェックシート　視察時

開催地名：

視察日：

確認事項

視察時確認事項

区分 コメント

備品 □ 備品配置確認、不足がないかチェック

ゾーンコントロール □ 動線設定、Zone1,2,3,の確認

□ Zone１の独立性確保

衛生管理 □ 各諸室への消毒液設置

□ ドアノブ接触頻度を減らすため、ドアをできるだけ開放

関係者入場管理 □ 会場運営関係者へのCovid-19感染拡大防止計画の伝達

□ 対応者マスク・フェイスシールド着用

□ 入口の限定、設置

□ 受付場所（検温、申請、記録用紙、消毒液、体調記録用紙など）

□ 受付での個人確認書受け取り

□ 消毒液の設置

□ チーム（選手、スタッフ）の会場入場時の対応（検温、AD確認）

□ 検温済みとそうでない人を識別（測定漏れ防止）

観客入場管理 □ 対応者マスク・フェイスシールド着用

□ 待機列の密防止

□ 検温場所の運用確認

□ 消毒液の設置

□ 入口の運用（検温場所）

□ もぎりの場所確認

□ 配布物がある場合の手指消毒の徹底

売店、トイレ □ 対応者マスク着用

□ 待機列の密防止

□ 消毒液の設置

喫煙所 □ フィジカルディスタンスの確保

試合中 □ 消毒液不足していないか適宜確認

□ Zone1へ不要な人が出入りしていないか確認

□ ハーフタイム中に状況確認

退場時 □ 密、防止の確認

その他

試合後はこちらのチェックシートが「報告書」となります。

提出の義務はありませんが、JRLOから要求があった場合に直ちに提出できるようにしておいてください。

確認事項

確認事項チェックシート　試合準備日・試合日

KOタイム：

クラブ名：

対戦試合：

試合日：

試合準備日・試合日
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2. 制限付きの試合開催 

1. チケッティング 

(1) 席種、エリア単位の人数上限は、定められた収容人数を超えないようにする 

(2) 席割は主管者（クラブ/JRLO）にて決定する 

(3) チケット販売は下記の通りとする  

1) 一般発売は容認される 

⚫ 主管者（クラブ/JRLO）は、「１．概要 １．イベント開催における政府の指針」に

基づき、予め自治体の了解を得る 

⚫ 観客数は、未就学児童、車椅子席の付添人も含める 

⚫ 立ち見席、芝生席は、本ガイドラインに準じることを条件に設置を認める  

⚫ 総合案内所は、感染対策（正しいマスクの着用義務、フェイスシールド推奨）をした

上で設置可とする 

2) 年間パスポート、シーズンシートは販売可とするが、販売後に無観客開催や収容人数制

限が行われた場合の対応策を講じておくこと 

3) 販売期間は、別途定める 

4) 飲食提供付チケットは、下記を条件とし販売を許可する 

⚫ 飲食の提供に際しては、以下の十分な感染防止対策を施すこと 

① アクリル板等パーテーションの設置又は座席の間隔確保（1m の対人距離確

保） 

② お客様へのお願い 

消毒手洗い／飲食時の会話はできるだけ控え、大声を出さない 

③ 換気の徹底 

⚫ ドリンクは、ペットボトル、缶での提供、もしくは定期的に手指消毒を行うスタッフがカップ

で提供する。アルコール飲料の提供可否については、開催区域の自治体要請に従う 

⚫ ビュッフェ形式により食事を提供する場合は、上記に加え以下も留意すること 

① トング等の頻繁な交換、あらかじめ小分けする等の工夫 

② 食事時間の短縮や感染防止対策が施せない場合は、ランチボックス形式で提

供する 

5) 貸し出しグッズ付チケットの販売は、下記を条件とし販売を許可する 

① 貸し出しする、しないは、クラブが判断する 

② 貸し出し前に洗濯する。ウイルスが綿布上で 14 日間、ビニール上で 28 日間

残存することを意識する 

③ 同じグッズが複数の方に渡らないよう、十分に留意する 

 

2. スタジアムのゾーニング 

(1) 目的  

1) できるだけ来場者の人数を少なくすることで、感染リスクを抑える 

2) ゾーン分けしておくことで、感染者が出た場合の影響範囲を限定する 

3) とくに選手、チームスタッフと接触する人数を最小化する  
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(2)  3 つのゾーン分け。互いの接触を避ける動線管理を行う  

1) ゾーン 1：競技関連  

⚫ ピッチおよびピッチ周辺（テクニカルエリアを含む） 

⚫ 選手入場口 

⚫ 選手およびマッチオフィシャルの更衣室  

2) ゾーン 2：運営・メディア関連  

⚫ 運営諸室 

⚫ 貴賓室およびラウンジ 

⚫ 撮影エリア 

⚫ 記者席を含むスタンド  

3) ゾーン 3：スタジアム外縁（指定管理エリア）  

(3)  ゾーン毎の来場者と、来場人数  

1) ゾーン毎の来場者は AD コントロールを行う（AD コントロールマニュアル参照） 

2) 「ゾーン 1：競技関連」への来場者は最小限になるようにする 

3) 各個室を使用する場合は、３密が生じないよう、最少人数で使用する 

(4) 「ゾーン１：競技関連」へのアクセスをご遠慮いただく方 

1) 選手および関係者の家族 

2) サプライヤー 

3) 一般観客 

4) 上記の他、競技運営に直接関係のない者 

※「4.会場運営(13)ピッチ上および周辺でのセレモニー、イベント演出(P31)」の条件遵守を前

提にセレモニー・イベントに参加する場合は例外とする 

(5) JRFU 関係者  

1) JRFU の代表チームスタッフおよびレフリーコーチは、来場を認められる。試合の 2 週間前ま

でに、JRLO 事務局に届け出ることとする 

2) JRFU 役職員は、試合運営上の役割がある場合に限り、来場を認められる。試合の 2 週

間前までに、JRLO 事務局に届け出ることとする 

 

3. 試合前後の感染防止策と注意喚起 

(1) 主管者（クラブ/JRLO）は来場数予測をもとに、駅やバス停の混雑緩和、また増便などについ

て交通会社と協議する。列車やバスの常時換気などを確認する 

1) 観客に多様な交通手段での来場を呼びかける 

2) 警備会社と協力して、主要駅からスタジアムの間、密回避などを呼びかける 

3) 主管者（クラブ/JRLO）は、観戦マナー・応援マナーなど注意すべきポイントを広く告知す

る 

4) 主管者（クラブ/JRLO）は、自治体・警察等と連携して来場予測を共有し、警備計画を

報告。混雑予防へのアドバイスを受ける 

5) 試合前後にスタジアム外の飲食店を利用する場合は、可能な限り予約システム等の活用

を公式サイト等にて呼びかけ、分散利用を促す 

 

4. 会場運営 
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(1) 来場者全員に求められること  

1) 無理な来場は、勇気をもって、見合わせる  

⚫ 体調がよくない場合（例：発熱、咳、喉の痛み、だるさ、味覚嗅覚の異常などの症状

がある場合） 

⚫ 同居家族や身近な知人に感染が疑われる方がいる場合 

2) 来場および帰宅時には正しいマスクの着用など感染防止策を行う（ウォームアップ、プレー

中の選手等および観客を除く） 

3) 待機列や待機場所では、できる限り人と人とが触れ合わない距離を確保する 

4) 手洗い、手指消毒をこまめに行う  

5) 飲食時は下記の感染防止策を行うこと 

⚫ 手洗い・手指消毒の励行 

⚫ 飲食エリアを設置する場合は正対せず最低 1m の対人距離の確保又はパーテーショ

ンを設置する。対応できない場合は自席での黙食とする 

⚫ 飲食時の会話はできる限り控え、大声を出さない 

6) 上記(1)~(5)までが徹底されていない場合は、個別に注意を行い、再三の注意にもかか

わらず従わない場合は退場処分等の措置を講じる 

(2) 注意事項の告知・周知 

1) 来場者に対して前項注意事項が十分に伝わるよう、チケット販売時、場内アナウンス、大

型映像装置での告知・周知を行うこと 

(3) 来場者救護 

1) ゾーン1 以外の適切な場所に適切な数の来場者救護用の医務室を設置し、ドクター1名

および看護師 1 名を常駐させる 

2) 来場者救護は、一時的対応を原則とし、救護を申し出た来場者に対しては、検温、問診

等を行い、新型コロナウイルスの感染兆候がある場合は、対応せずに退場させる 

(4) スタジアムの衛生管理  

1) 使用するすべての部屋に手指消毒液を設置する 

2) トイレには、手指消毒液を用意する。また手洗い場には、石鹸（ポンプ型が望ましい）を

用意する 

3) ドアノブに触れる頻度を下げるため、ドアはできるだけ開けたままとする 

4) 休憩スペースでは、入退室前後の手指消毒、人数制限・対面での食事や会話の自粛、

常時換気を行う。また必要に応じ、共用物品の消毒を行う 

5) マスクやティッシュ等のごみを捨てる際は、「ごみに直接触れない」「ごみ袋はしっかりしばって

封をする」「ごみを捨てた後は手を洗う」 

(5) スタジアムへの入退場の管理（関係者）  

1) スタジアムのすべての入口で入退場チェックを行う  

⚫ 入口の数は適正に設置。チーム関係者とそれ以外の動線が重ならないよう配慮する 

2) 入場前に体温を測定し、37.5 度以上の場合、若しくは有症状（咳、倦怠感等のほか、

37.5 度未満でも平熱より 1 度以上高い等、明らかな発熱症状の自覚がある）の場合に

は入場をお断りする  

⚫ 体温測定済みの方を識別する方法を工夫し、測定漏れの無いようにする 

3) すべての入口に手指消毒液を設置する  

(6) スタジアムへの入退場の管理（ファン） 
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1) 入退場にあたっては、マスクの着用を推奨する。また、できる限り人と人とが触れ合わない距

離を確保する。 

2) 待機列の密集を回避するための人員配置や動線確保等の体制と対策を構築する 

例：ブロックごとに入場時間を分ける、開門時間を早める、足形マークの設置、間隔を空

けることの呼びかけや誘導、喋らないことの呼びかけ  

3) 入場時に体温を測定し、37.5 度以上の場合、若しくは有症状（咳、倦怠感等のほか、

37.5 度未満でも平熱より 1 度以上高い等、明らかな発熱症状の自覚がある）の場合に

は入場をお断りする 

⚫ 体温測定済みの方を識別する方法を工夫する。  

⚫ 入場をお断りするお客様へのチケット料金の払い戻しは行わない。チケット購入時には

その旨同意したうえでの購入が求められる 

(7) ゾーン毎の動線管理  

1) ゾーン毎の動線を設定し、人と人の接触を限定する  

2) 特にチームとその他の方の接触を最小限に留める為、ゾーン 1 動線の独立性に留意する  

(8) 諸室の換気（30 分毎こまめに換気する） 

1) 必要な換気量とされている 1 人当たり 30 ㎥/h 以上、CO２濃度 1000ppm 以下を確

保できるよう、換気（30 分毎、1 回に５分以上こまめに換気する。窓開けの場合は可能

な限り 2 方向）を徹底し、飛沫が飛ばないよう留意する。CO2 モニター設置

（1000ppm 以下）やフィルター式空気清浄機やサーキュレーターを積極的に使用する 

2) 乾燥する場面では、湿度 40%以上を目安に加湿することを推奨 

【参考】 新型コロナウイルス感染症対策分科会 「換気の提言」  

(9) 大型ビジョン、場内放送操作室の運用  

1) 操作室に３密が生じないよう、最少人数での運用を工夫する  

2) 操作室ではマスクは常時、正しく着用する  

(10) トイレ 

1) 待機列の密集を回避するための人員配置や動線確保等の体制と対策を構築する 

例：足形マークの設置、間隔を空けることの呼びかけや誘導、喋らないことの呼びかけ 

2) スタジアムの形状によって密集が回避できない場合はそのキャパシティー等に応じ、人数制

限等の策を講じる 

3) ハンドドライヤーは使用できる 

(11) 場内／場外売店／クラブ・チームテント  

1) 飲食・グッズの販売は容認される。ただし、アルコール飲料の販売については、開催区域の

自治体要請に従う  

2) 飲食売店を設置する場合は、都道府県による『第三者認証制度』における認証を取得し

た飲食店等の利用を推奨する 

【参考】 令和 5 年 2 月 10 付内閣官房事務連絡『飲食店における感染防止策を徹底

するための第三者認証制度の導入について（改訂その 8）』 

3) 販売員は、マスクは常時正しく着用および手袋を着用する  

4) 入場口や席案内、売店スタッフなどお客様との接触が多い職務に当たる場合はフェイスガ

ードの着用も検討する 

5) 飲食可能エリアを設ける場合は感染防止策（①アクリル板等パーテーションの設置又は座

席の間隔確保、②手指消毒の徹底、③換気の徹底、④飲食時の会話はできるだけ控え、

https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/ful/taisakusuisin/bunkakai/dai17/kanki_teigen.pdf
https://corona.go.jp/package/assets/pdf/jimu_inshokuten_daisanshaninshou_20230210.pdf
https://corona.go.jp/package/assets/pdf/jimu_inshokuten_daisanshaninshou_20230210.pdf
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大声を出さないよう要請、⑤食事時間の短縮・限定）を講じること。 

6) 売店やクラブ・チームテントを設置する場合、運営スタッフはマスクを着用のうえフィジカルディ

スタンス（できるだけ 2m、最低 1m）に十分配慮し、混雑時にはできる限り人と人とが触

れ合わない距離を確保する 

7) 待機列の密集を回避するための人員配置や動線確保等の体制と対策を構築する 

例：足形マークの設置、間隔を空けることの呼びかけや誘導、喋らないことの呼びかけ 

8) スタジアムの形状によって密集が回避できない場合はそのキャパシティー等に応じ、人数制

限等の策を講じる 

9) 売店では、電子マネー等、非接触決済の導入を推奨する 

(12) 場内／場外イベント  

1) イベントを開催する場合は、フィジカルディスタンス（できるだけ 2m、最低 1m）に十分配

慮し、運営スタッフはマスクを着用する。また、できる限り人と人とが触れ合わない距離を確

保する 

2) 選手等によるファンとのふれあい（ファンの入待ち・出待ち含む）は容認する。ただし、選手

等関係者のマスクの着用は必須、ファンのマスク着用も強く要請する。また、密集を回避す

る措置を講じること 

3) マスコットによる直接的なふれあいイベントは容認されるが、観客の密集を回避するための

人員配置や動線確保等の体制と対策を構築する 

4) 待機列の密集を回避するための人員配置や動線確保等の体制と対策を構築する 

例：足形マークの設置、間隔を空けることの呼びかけや誘導、喋らないことの呼びかけ 

5) スタジアムの形状によって密集が回避できない場合はそのキャパシティー等に応じ、人数制

限等の策を講じる 

(13) ピッチ上および周辺でのセレモニー、イベント演出 

1) 各種セレモニーは、下記を条件に実施可とする 

⚫ セレモニー関係者の来場は必要最小限とする 

⚫ セレモニー関係者のピッチ上滞在時間は必要最小限とする 

⚫ セレモニー時は、下記感染予防対策を行うこと 

 セレモニー関係者（表彰品授与者など）はゾーン 1 におけるチーム関係者エリアとは

控室、トイレ、動線などを切り分けること 

 人と人とが触れ合わない距離を確保すること 

 マスクは常時、正しく着用する。 

 手洗い、手指消毒を行った上でピッチに入場する 

⚫ 選手等が、セレモニー関係者とともにスポンサーボード等を持った写真撮影は、人と人と

が触れ合わない距離を確保すること 

2) 各種イベント演出（前座試合含む）は、下記を条件に実施可とする 

⚫ イベント関係者の来場は必要最小限とする 

⚫ イベント関係者のピッチ上滞在時間は必要最小限とする 

⚫ イベント実施時は、下記感染予防対策を行うこと 

 イベント関係者はゾーン 1 におけるチーム関係者エリアとは控室、トイレ、動線などを

切り分けること 

 人と人とが触れ合わない距離を確保すること 

 マスクは常時正しく着用する。 
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 手洗い、手指消毒を行った上でピッチに入場する 

(14) 喫煙所の設置 

1) 各スタジアムルールおよび各自治体の条例に準ずる 

2) 設置する場合、フィジカルディスタンス（できるだけ 2m、最低 1m）に十分に配慮し、混

雑時には対処方針を踏まえて会話を控え、できる限り人と人とが触れ合わない距離を確

保する 

3) 待機列の密集を回避するための人員配置や動線確保等の体制と対策を構築する 

例：足形マークの設置、間隔を空けることの呼びかけや誘導、喋らないことの呼びかけ 

4) スタジアムの形状によって密集が回避できない場合はそのキャパシティー等に応じ、人数制

限等の策を講じる 

(15) 退場時（ファン向け）  

1) 待機列の密集を回避するための人員配置や動線確保等の体制と対策を構築する 

例：時差退場、看板設置、誘導員配置、場内アナウンスによる呼びかけ等 

 

5. メディアおよび中継制作・送信 

(1) ＴＶ中継局対応 

1) 開催日前準備 

⚫ 全スタッフの健康状態に問題がないか、日頃の検温等でのチェックを行う。 

2) 試合会場に向けた出発前～試合会場到着 

⚫ 全スタッフの健康状態を確認し、問題ないことを確認する 

⚫ 移動時はマスクの着用を推奨する 

⚫ 同乗車両で移動する際は、人と人とが触れ合わない距離を確保できるよう可能な限り

席の間隔をあけて座り、車内の常時換気に留意する 

⚫ 公共交通機関で移動する場合は、各個人に政府が推奨する感染予防策を徹底する 

⚫ 各執務室の滞在時間を減らすため、必要以上の会場早着は避ける 

3) 試合会場到着後～試合終了 

⚫ 職務を開始する前に全スタッフの健康状態に問題がないことを相互確認する 

⚫ 執務室内でも人と人とが触れ合わない距離を可能な限り確保できるよう意識をする 

⚫ スタジアム内ではマスクは常時正しく着用する 

⚫ 使用する備品や機材を使用する前に消毒する 

⚫ 業務を行うエリア外には立ち入らない 

⚫ ピッチレベルでの業務を行う場合、試合開始時の密集を避けるため、選手入場前にピッ

チサイドでスタンバイする。試合中も選手や競技スタッフとは極力距離をあける 

4) 試合終了後 

⚫ 使用した備品や機材を返却する際は、返却前にセルフ消毒し、管理者へ返却する 

⚫ 帰宅する際も、出発時と同様の感染防止対策を実施する 

5) 中継に伴うインタビュー対応 

⚫ 試合前後のチームへのインタビューは、中継スタッフのマスク着用など感染防止対策を施

したうえで実施可とする 

⚫ フィジカルディスタンス（2m）を確保し、スタンドマイクを使用すること 

(2) 報道関係者対応 
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1) 取材メディア受け入れ条件 

⚫ 無観客・有観客問わず、原則として試合取材活動を希望するメディアに対しては可能

な範囲で受け入れる方針とし、会場での取材活動とオンライン会見への参加を JRLO

所定の申請方法を通じ可能とする。会場での取材活動を希望するメディアは、感染防

止対策としての以下の条件に承諾し、JRLO プレス向けサイトを通じ、取材申請を提

出、受理されることが条件となる 

⚫ 試合会場のメディア用のスペースの都合により、メディア来場者全体の人数制限を設け

る場合もある 

⚫ 人数に制限を設ける必要がある場合には、各会場における特性を鑑み、会場ごとに各

媒体当たりの人数制限を設ける 

例）各媒体ライター1 名、フォトグラファー1 名、ENG１クルーまで等 

2) 来場者に求められること。以下の場合は来場を見合わせる 

⚫ 体調がよくない場合 

⚫ （例：発熱・咳・咽頭痛・味覚や嗅覚異常などの症状がある場合） 

⚫ 同居家族や身近な知人に感染が疑われる方がいる場合 

3) スタジアム内ではマスク着用を推奨する 

4) 開催会場および主催者、主管者が定めた措置を遵守し従う 

(3) 報道受付における対応 

1) 対面窓口には飛沫感染防止パネル（アクリル板など）を設置する、フェイスシールドを着

用するなどの対策を施す 

2) 非接触型の体温計にて計測後、問題が無いことを確認した上、メディアアクレディテーション

（AD）またはビブスを受け取り入場する 

(4) 記者室における対応 

1) 下記の感染防止対策を施したうえで記者室や荷物・機材置き場を設置可とする 

⚫ できる限り人と人とが触れ合わない距離を確保できるようスペースに応じて人数制限を

行う 

⚫ マスク着用を推奨する 

⚫ 室内での会話はできる限り控え、大声を出さないこと 

⚫ 手洗い・手指消毒の励行 

⚫ 飲食時は正対せず最低 1m の対人距離の確保又はパーテーションを設置する。対応

できない場合は自席での黙食とする 

⚫ 飲食時の会話はできる限り控え、大声を出さないこと 

⚫ 必要な換気量とされている 1 人当たり 30 ㎥/h 以上、CO２濃度 1000ppm 以下

を確保できるよう換気（30 分毎、1 回に５分以上こまめに換気する。窓開けの場合

は可能な限り 2 方向）を徹底し、飛沫が飛ばないよう留意する。CO2 モニター設置

（1000ppm 以下）やフィルター式空気清浄機やサーキュレーターを積極的に使用

する 

※乾燥する場面では、湿度 40%以上を目安に加湿することを推奨 

【参考】 新型コロナウイルス感染症対策分科会 「換気の提言」  

⚫ 必要に応じ、共用物品やドアノブの消毒を行う 

(5) 記者席における対応 

1) 感染防止対策を施したうえで全席使用を可とする 

https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/ful/taisakusuisin/bunkakai/dai17/kanki_teigen.pdf
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2) マスクの着用を推奨する。また、できる限り人と人とが触れ合わない距離を確保する。 

(6) フォトグラファー、ENG クルーに対する対応 

1) 記者室と別にフォトグラファールームを設ける場合は、記者室と同様の感染防止対策を施

す 

2) ピッチ上、ENG エリアでの撮影エリアについては、他の取材者や関係者同士ができる限りが

触れ合わない距離を確保できるよう、予め明示する撮影可能スペースと立ち入り禁止スペ

ースに従うこと。試合会場や取材者数によっては、臨時の撮影エリアを設けることや、撮影

位置に椅子を設置することも検討する 

3) 選手入場時、表彰式およびセレモニー時は、密集を避けるため一部の代表者（幹事社や

オフィシャルカメラ）のみの撮影に限定し、事後にデータ提供による対応とすることがある 

(7) 記者会見における対応 

1) 感染防止対策を施したうえで対面での記者会見を実施可とする（感染防止対策の詳細

は ４.記者室における対応参照） 

2) 会見場で選手等クラブ関係者へ対面取材をする際は、原則として報道関係者はマスクを

着用する 

(8) ミックスゾーン（囲み取材）における制限 

1) 感染防止対策を施したうえでミックスゾーンでの取材対応を実施可とする 

⚫ 混雑する動線を避け、屋外もしくは換気のよい場所で実施する 

⚫ 選手・スタッフと記者の間隔は柵を設置し、聞き手・話し手ともマスク着用を原則として

1～2m の距離を確保する。ただし、短時間でインタビューが終えられる場合に限り、話

し手は発話時マスクを外すことができる 

 

6. 来賓対応 

(1) 来場者全員に求められること  

1) ゾーン毎の来場者と、来場人数の AD コントロールを行う 

2) 無理な来場は、勇気をもって、見合わせる  

⚫ 体調がよくない場合（例：発熱、咳、喉の痛み、だるさ、味覚嗅覚の異常などの症状

がある場合） 

⚫ 同居家族や身近な知人に感染が疑われる方がいる場合 

3) さまざまな場面において会話を控え、できる限り人と人とが触れ合わない距離を確保する 

4) マスクの着用を推奨する 

5) 手洗い、手指消毒をこまめに行う   

(2) ケータリング  

1) 飲食の提供に際しては、以下の十分な感染防止対策を施すこと 

⚫ アクリル板等パーテーションの設置又は座席の間隔確保（1m の対人距離確保） 

⚫ お客様へのお願い 

消毒手洗い／飲食時の会話はできるだけ控え、大声を出さない 

⚫ 換気の徹底 

2) ドリンクは、ペットボトル、缶での提供、もしくは定期的に手指消毒を行うスタッフがカップで提

供する。アルコール飲料の提供可否については、開催区域の自治体要請に従う 

3) ビュッフェ形式により食事を提供する場合は、上記に加え以下も留意すること 

⚫ トング等の頻繁な交換、あらかじめ小分けする等の工夫 
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⚫ 食事時間の短縮や感染防止対策が施せない場合は、ランチボックス形式で提供する 

(3) 貸し出しグッズ  

1) ブランケット、シートクッション、場内ラジオ等の貸し出しは下記を条件とし、許可する 

⚫ 貸し出しする、しないは、クラブが判断する 

⚫ 貸し出し前に洗濯する。ウイルスが綿布上で 14 日間、ビニール上で 28 日間残存す

ることを意識する 

⚫ 同じグッズが複数の方に渡らないよう、十分に留意する 

 

7. チーム、マッチオフィシャルおよび競技運営関係者(マッチデードクター、担架要員、ボールパーソン) 

(1) スタジアムへの到着  

1) 両チームはキックオフ時刻の 90 分前から 70 分前までにスタジアムに到着する。なお両チー

ムの到着時刻が重ならないよう調整する 

2) バスや車の利用に際して、以下の点に留意する  

⚫ 正しいマスクの着用を行う 

⚫ 人と人とが触れ合わない距離を確保できるよう可能な限り席の間隔をあけて座り、車内

の常時換気に留意する公共交通機関で移動する場合は、各個人に政府が推奨する

感染予防策を徹底する 

3) マッチオフィシャルおよび競技運営関係者は各自到着し、試合終了後、各自退出する 

(2)  試合当日の体温測定  

1) 毎日の定時の体温測定は、変わらず実施する 

2) スタジアム到着時に体温を測定する。チーム到着時はベニューCOVID-19 担当者が立会

いの下体温測定を行う 

3) 37.5 度以上の者がいた場合、次のように処置する  

⚫ スタジアムに来場しない 

⚫ タクシー等で、自宅またはホテルに送り出す 

⚫ 新型コロナウイルス感染症の疑い症状がある場合、チームドクターに相談のうえ、診療・

検査等の適切な処置を行う 

⚫ 疑い症状がない場合、適切に経過観察する  

(3) 体調不良者が発生した場合 

1) チーム関係者で体温異常や体調不良（以下「体調不良」という）があった場合は下記の

通りとする 

⚫ チーム COVID-19 責任者はマッチコミッショナー並びにベニューCOVID-19 担当者に

報告 

⚫ マッチコミッショナーは JRLO 代表理事に報告 

⚫ ベニューCOVID-19 担当者は当該体調不良者を医務室へ誘導、一時的に待機さ

せ、抗原定性検査を実施する（陽性の場合は医療機関の受診を推奨する） 

⚫ 試合開催可否判断については「第 2 章 チームの日常活動と有事対応 4.試合実施

の判断(P18)」参照 

2) マッチオフィシャルで体調不良があった場合は下記の通りとする 

⚫ 体調不良があった場合は当該体調不良者を医務室へ誘導、一時的に待機させ、

抗原定性検査を実施する（陽性の場合は医療機関の受診を推奨する） 

⚫ 体調不良者に対する代行は公式戦実施要項に則り要員を補充する 
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3) その他競技運営スタッフで体調不良があった場合は代行者を立てて対応する 

(4) チームおよびマッチオフィシャルおよび競技運営関係者(マッチデードクター、担架要員、ボールパー

ソン)に求められること  

1) 無理な来場は、勇気をもって、見合わせる  

⚫ 体調がよくない場合（例：発熱、咳、喉の痛み、だるさ、味覚嗅覚の異常などの症状

がある場合） 

⚫ 同居家族や身近な知人に感染が疑われる方がいる場合 

2) さまざまな場面においてマスクを着用および会話を控え、できる限り人と人とが触れ合わない

距離を確保する。 

3) マスクは常時正しく着用する。（アップ中またはプレー中を除く） 

4) 手洗い、手指消毒をこまめに行う 

5) グラウンドでの唾・痰吐き、うがい等  

⚫ 唾・痰吐き・うがい・手鼻等は、飛沫による感染の原因となるため絶対にやめる  

6) ユニフォームや衣服は、こまめな洗濯を行う 

(5) 更衣室（チームおよびマッチオフィシャル）  

1) できる限り人と人とが触れ合わない距離を確保する  

⚫ 空いている部屋があれば追加の更衣室として利用する（先発と控えで分ける等）  

⚫ 追加の更衣室が難しい場合、時間をずらすなどの工夫をする  

2) 更衣室の滞在時間を、できるだけ減らす（目安：各自 30～40 分）  

3) 更衣室内では、必ず正しいマスクの着用を行う  

4) 更衣室内でマスクを外す場合は会話を控える 

5) タオル、飲水ボトル等を共用しない  

6) シャワーは、一つずつ間隔を空けて使用する、人数が多いときは時間をずらして使用するな

ど、できる限り人と人とが触れ合わない距離を確保する 

7) 温水浴、アイスバスなど浴槽を利用する場合は、対面とならず、できる限り人と人とが触れ

合わない距離を確保する。会話を控え、顔の粘膜を不用意に触ることがないよう注意する。

定期的に水槽の水を入れ替え、清掃を徹底する。風呂水専用塩素剤等の使用も検討

する 

参考：浴場業（公衆浴場）における新型コロナウイルス感染拡大予防ガイドライン 

8) サウナは対面とならず、人と人とが触れ合わない距離を保つ。会話を控え、顔の粘膜を不

用意に触ることがないよう注意する。適切に換気する等の使用も検討する 

(6) 選手の治療、マッサージおよび HIA 対応  

1) 環境（使用する器具等）の消毒を行うと共に、携帯型アルコール含有消毒液を常時携

行する 

2) トレーナーは、マスクは常時正しく着用、手袋・手指消毒など標準予防策をとったうえで対

応 

3) チームドクターが新型コロナ感染を疑う徴候のない選手の外傷に関して診察を行う場合に

は、個人防護具（ゴーグル・サージカルマスク・グローブ）を推奨する。N95 マスクの着用は

必要ではなく、サージカルマスクで十分である  

4) マッチデードクターが新型コロナ感染を疑う徴候のない選手の外傷等および HIA に関して

診察・診断を行う場合には、必要最低限の個人防護具（ゴーグル・サージカルマスク・グロ

ーブ）を着用する。HIA 室・医務室でも同様である 

https://www.1010.or.jp/zenyoku/pdf/2212_guideline.pdf
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※感染のリスクを最大限に回避するために必要と思われる場合は、各自の判断で長袖撥

水ガウンやキャップを着用する 

5) 担架要員も必要最低限の個人防護具（フェイスシールド・サージカルマスク・グローブ）を

着用する 

(7) 競技用具、備品の消毒  

1) 試合開始前にボール、コーナーフラッグ、ゴールポストカバーを消毒する 

2) ボールは、ハーフタイムにも消毒する  

(8) 試合前のプレマッチミーティングは、実施するが、できる限り事前に運営確認シートにて共有の

上、当日のミーティングは必要最小限とする 

(9) 試合開始前のウォームアップ  

1) 室内練習場の使用  

⚫ 選手、コーチングスタッフは、マスクをしなくてよい  

⚫ 常時換気に留意する  

2) フリーウエイト、バイク等を使用する場合、次の点に留意する  

⚫ フィジカルディスタンス（できるだけ 2m、最低 1m）を確保する  

⚫ 器具は使用のたびに消毒する 

⚫ 身体接触を伴う、または対面での補助は行わない 

3) ピッチ上でのウォームアップ  

⚫ 選手、コーチングスタッフは、マスクをしなくてよい 

⚫ マッチオフィシャル（レフリーおよびアシスタントレフリー）はマスクをしなくてよい  

(10) 試合開始前の、マッチオフィシャルによるブリーフィング、ドレスチェック 

1) 各チームの更衣室前でマッチオフィシャルが実施。全員正しいマスクの着用を行う 

2) コイントスはマッチオフィシャルおよび両チームのキャプテンにより実施する。ただし、人と人とが

触れ合わない距離を確保する 

(11) 選手およびマッチオフィシャルのピッチ入場～キックオフ 

1) 入場前の混雑を防ぐため、入場口より両クラブおよびマッチオフィシャルは、時間差にてそれ

ぞれ入場する 

2) エスコートキッズ・花道キッズは「4.会場運営(13).ピッチ上および周辺でのセレモニー、イベ

ント演出(P31)」の条件遵守を前提に容認される 

(12) チームベンチ  

1) 対処方針を踏まえて、できる限り人と人とが触れ合わない距離を確保する 

2) ベンチの選手およびチームスタッフ、テクニカルゾーンのスタッフは、マスクは常時正しく着用し、

マスクを着用せずに大声を出さないようにする 

3) 交代直後など、息の上がった状態でマスクの着用が困難な場合は、呼吸が落ち着くまでウ

ォームアップエリアなどで待機し、マスクの着用が可能となってから着席する 

4) 不要な会話・接触は控える  

(13) コーチングボックス 

1) マスクは常時正しく着用する。 

2) できる限り人と人とが触れ合わない距離を確保する 

3) 個室の場合は、３密が生じないよう、最少人数での運用を工夫する 

(14) 試合中の飲水、暑熱対策  

1) 飲水ボトル、タオルの共用をしない  
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⚫ たとえ口が直接触れなくても唾液が飛ぶ可能性があり、感染の危険性がある  

2) 選手が口を付けたボトル等はしっかり洗浄し、そのままの共用は、絶対に避ける 

(15) ハーフタイム  

1) 選手、チームスタッフ、マッチオフィシャル等の引き上げ動線が混雑しないよう、予め確認する  

2) グラウンドの補修は、通常と同様に実施される  

3) ボールを消毒する  

4) 選手ジャージーの着替えを推奨する 

(16) 試合終了時  

1) 両チームおよびマッチオフィシャルは試合後ただちにマスクを着用し、マスク無しでの長時間の

会話を控える  

2) プレーヤーオブザマッチおよび公式戦通算 100 試合出場等の表彰は「4.会場運営(13)ピ

ッチ上および周辺でのセレモニー、イベント演出(P31)」に沿って実施する 

3) ピッチからスタンドに向けてチームとして集まってファンに挨拶等を行う場合、選手等関係者

はマスクを着用し、できる限り人と人とが触れ合わない距離を確保する。また、ファン同士が

密にならないよう、主管者（クラブ/JRLO）は場内アナウンスや声掛け等で注意喚起を行

う 

4) 試合後のグリーティングタイムは容認されるが、選手等関係者はマスクを着用し、できる限り

人と人とが触れ合わない距離を確保する。 

5) 選手、チームスタッフ、マッチオフィシャルは、固まらず各自で更衣室に戻る 

(17) ドーピングコントロール  

1) 来場者は確認書を提出し、検温・消毒・入退場時間管理を行う 

2) 正しいマスクの着用を行う 

3) ドーピング検査員は新しいマスク・手袋およびフェイスシールドを着用し、手指消毒・手洗い

を徹底したうえで、検査を行う 

4) アスリートにも新しいマスク・手袋・手指消毒液を提供し、検査員からマスクと手袋の着脱

方法、手指消毒の説明を行う 

5) 検査員の人数は可能な限り少人数で行い、さらに、ドーピング検査員は、アスリートと可能

な限り距離を取って検査を実施する 

6) ドーピング検査室の換気や、密を避けるための取り組みを徹底する 

【参考】日本アンチ・ドーピング機構 「アンチ・ドーピングにおける新型コロナウイルス対応に

関する Q&A」について 

 

8. ファン 

(1) ファンの皆様への事前のご案内 

1) 無理な来場は、勇気をもって、見合わせる  

⚫ 体調がよくない場合（例：発熱、咳、喉の痛み、だるさ、味覚嗅覚の異常などの症状

がある場合） 

⚫ 同居者や身近な知人に感染が疑われる方がいる場合 

2) 入場ゲートで体温を測定し、37.5 度以上の場合は入場できません 

⚫ 入場をお断りするお客様へのチケット料金の払い戻しは行いません。チケット購入時には

その旨同意をいただきます 

3) スタジアムではマスクの着用を推奨する。マスクを外す場合は声出しを控え、人との十分な

https://www.playtruejapan.org/topics/entry_img/20210315.pdf
https://www.playtruejapan.org/topics/entry_img/20210315.pdf
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距離（少なくとも 2m 以上）の確保、咳エチケットに十分配慮すること。特に声出し応援

をする場合はマスクを着用する。 

4) スタジアムでは、できる限り人と人とが触れ合わない距離を確保する（入退場時、トイレの

列など）  

5) 手洗い、手指消毒をこまめに行う  

6) 観戦時は、座席（立見席・芝生席等含む）から移動することを禁止とする（間隔を空け

ずに隣に座る、スタンド前方へ移動して選手に声をかける等）  

7) スタジアムの外でも、マスクを着用しない場合はできる限り人と人とが触れ合わない距離を

確保することはもとより、感染リスクのある行動を回避すること  

8) スタジアム内外問わず、クラブ関係者(選手・スタッフ)との写真撮影・サイン対応等、直接

のふれあいは容認されるが、選手等関係者の感染防止のためマスク着用を強く要請する。

また、できる限り人と人とが触れ合わない距離を確保する。 

9) 選手が会場へ入退場する際の入待ち・出待ち行為は容認されるが、密集にならないよう

配慮する 

10) 会場でのアルコール販売は、開催区域の自治体要請に従うものとし、販売不可の会場は、

持ち込みも禁止とする 

11) 上記(3)~(10)までが徹底されていない場合は、個別に注意を行い、再三の注意にもか

かわらず従わない場合は座席の移動や退場処分等の措置を講じる 

 

9. 応援スタイルについて 

2023 年 2 月 10 日に政府より発表された「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」に

より、3 月 13 日以降マスク着用は個人の判断に委ねられますが、ジャパンラグビーリーグワンにおいて

観戦時に声出し応援（※）をされる場合は、周囲の他のお客様への配慮としてマスクの着用をお願

いいたします。 

 ※「声出し応援」の定義･･･通常よりも大きな声量で、反復・継続的に声を発して応援すること 

 

引き続き禁止される行為は以下の通りであり、遵守されていない場合は個別に注意を行い、再三の

注意にもかかわらず応じていただけない場合は座席の移動や退場処分等の措置を講じることがありま

す。 

⚫ マスク着用のない声出し応援 

⚫ スティックバルーンの使用 

⚫ 指笛など飛沫を拡散させるリスクのあるマスクを外しての応援行為 

 

10. 試合会場の設営、撤去 

(1) 参加者全員に求められること  

1) 無理な来場は、勇気をもって、見合わせる  

⚫ 体調がよくない場合（例：発熱、咳、喉の痛み、だるさ、味覚嗅覚の異常などの症状

がある場合） 

⚫ 同居家族や身近な知人に感染が疑われる方がいる場合 

2) できる限り人と人とが触れ合わない距離を確保する  

3) 手洗い、手指消毒をこまめに行う 

4) マスクは常時、正しく着用する 
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5) ユニフォームや衣服は、こまめな洗濯を行う  

(2) ベニューCOVID-19 担当者によるチェック 

1) ベニューCOVID-19 担当者は、感染防止の観点から、設営・撤去作業が適切に行われ

ているかをチェックする 

(3) 試合日以外に設営・撤収作業を行う場合 

1) 作業開始前に体温を測定する 37.5 度以上の方は参加できない 

2) 全員が利用可能な場所に、手指消毒液を設置する  
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ジャパンラグビー リーグワン 新型コロナウイルス感染症(COVID-19)対応ガイドライン 

 

1. 付属文書 

A) 行動記録の例 

B) 健康管理チェックシートの例 
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A) 付属文書 行動記録 

行動記録の例 

▪ ご本人が陽性と判定されたとき、濃厚接触が疑われるときなど、10 日間程度を遡っての行動記録が

非常に重要です。 

▪ 濃厚接触の対象者を素早く、適切に判断できることで、クラブ内での感染連鎖を防ぐことが出来ます。  

▪ とくに記録して頂きたいこと 

➢ 人が密集している密閉空間にいたこと。または人と密接する密閉空間にいたこと 

➢ 人込みに出かけたこと 

➢ 密接な距離で一定時間、食事や会話を行ったこと 

➢ 感染流行地へ旅行、または滞在したこと  

▪ 記入例 

➢ クラブ名： 

➢ 氏名：  

➢ 記入日：＊年＊ 月 ＊ 日（＊） 

➢ 主な行動  

 

 

▪ 7:00 起床  

▪ 7:30 朝食。自宅で家族と  

▪ 車で移動（誰誰と）  

▪ 9:30～12:00 自主トレ。＊＊グラウンド。クラブメート 5 人と（氏名）  

▪ 13:00 昼食。（誰誰と）。店内状況。  

▪ 車で帰宅（ひとり） 

▪ 電車で移動  

▪ 17:00 カフェ。誰誰と。店内状況。  

▪ 19:00～22:00 打ち上げ会。狭い満員の中華屋で、飲食。飲酒あり。誰誰と。約 20 人  

▪ 電車で帰宅  

▪ 24:00 就寝 
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B) 付属文書 健康管理チェックシートの例 

チェックシートの例 

 
 

  

氏名

日にち 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日

時間

検温（37.5度以上で下段自主隔離要件確認） 　　　　　　　　　　℃ 　　　　　　　　　　℃ 　　　　　　　　　　℃ 　　　　　　　　　　℃ 　　　　　　　　　　℃ 　　　　　　　　　　℃ 　　　　　　　　　　℃

強い倦怠感・息苦しさがある

味覚・嗅覚に違和感がある

風邪の症状がある（せき、くしゃみ、のどの痛み）

腹痛や下痢をしている

吐き気がする

食欲が低下している

頭痛がする

日にち 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日

時間

検温（37.5度以上で下段自主隔離要件確認） 　　　　　　　　　　℃ 　　　　　　　　　　℃ 　　　　　　　　　　℃ 　　　　　　　　　　℃ 　　　　　　　　　　℃ 　　　　　　　　　　℃ 　　　　　　　　　　℃

強い倦怠感・息苦しさがある

味覚・嗅覚に違和感がある

風邪の症状がある（せき、くしゃみ、のどの痛み）

腹痛や下痢をしている

吐き気がする

食欲が低下している

頭痛がする

★ 37.5度以上の熱がある場合

★主項目１項目＋ほかに１つ以上の項目に該当する場合 主項目　⇒ 強い倦怠感 息苦しさ 味覚異常 嗅覚異常

★副項目3項目が認められる場合 副項目　⇒ 37.0以上の発熱 咳・くしゃみ・鼻水 腹痛や下痢 吐き気・嘔吐 食欲低下

※提出の必要はありませんが、要求があった際には直ちに提出できるようしておくこと

はい□　いいえ□

： ： ： ： ： ： ：

はい□　いいえ□ はい□　いいえ□ はい□　いいえ□

はい□　いいえ□ はい□　いいえ□ はい□　いいえ□

はい□　いいえ□ はい□　いいえ□

はい□　いいえ□ はい□　いいえ□ はい□　いいえ□

はい□　いいえ□

はい□　いいえ□

はい□　いいえ□

はい□　いいえ□

はい□　いいえ□

はい□　いいえ□

はい□　いいえ□

はい□　いいえ□

自主隔離の目安（下記の★の記載に該当する場合にはCOVID-19担当者に報告／かかりつけ医を受診すること）

： ：

はい□　いいえ□ はい□　いいえ□

はい□　いいえ□ はい□　いいえ□ はい□　いいえ□

はい□　いいえ□

はい□　いいえ□

はい□　いいえ□

TL2021　コンディションチェックシート（運営スタッフ用）

はい□　いいえ□

はい□　いいえ□

はい□　いいえ□

はい□　いいえ□

はい□　いいえ□

はい□　いいえ□はい□　いいえ□

はい□　いいえ□

はい□　いいえ□

はい□　いいえ□

はい□　いいえ□

はい□　いいえ□

はい□　いいえ□

はい□　いいえ□

はい□　いいえ□

はい□　いいえ□ はい□　いいえ□ はい□　いいえ□ はい□　いいえ□ はい□　いいえ□ はい□　いいえ□

はい□　いいえ□ はい□　いいえ□ はい□　いいえ□ はい□　いいえ□ はい□　いいえ□ はい□　いいえ□

： ：

はい□　いいえ□

： ： ：

はい□　いいえ□ はい□　いいえ□はい□　いいえ□ はい□　いいえ□ はい□　いいえ□ はい□　いいえ□ はい□　いいえ□

はい□　いいえ□ はい□　いいえ□はい□　いいえ□ はい□　いいえ□ はい□　いいえ□ はい□　いいえ□ はい□　いいえ□

はい□　いいえ□ はい□　いいえ□はい□　いいえ□ はい□　いいえ□ はい□　いいえ□ はい□　いいえ□ はい□　いいえ□

はい□　いいえ□ はい□　いいえ□はい□　いいえ□ はい□　いいえ□ はい□　いいえ□ はい□　いいえ□ はい□　いいえ□

はい□　いいえ□ はい□　いいえ□はい□　いいえ□ はい□　いいえ□ はい□　いいえ□ はい□　いいえ□ はい□　いいえ□

はい□　いいえ□ はい□　いいえ□はい□　いいえ□ はい□　いいえ□ はい□　いいえ□ はい□　いいえ□ はい□　いいえ□
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ジャパンラグビー リーグワン 新型コロナウイルス感染症(COVID-19)対応ガイドライン 

バージョン管理 

 

2021 年 11 月 5 日 初稿 専門家、アドバイザー、スポーツ庁確認 

2021 年 11 月 10 日 第 1 版公開  

2021 年 12 月 6 日 第 2 版公開 スポーツ庁指示項目反映 

制限付き開催（弱い制限）における緩和措置反映 

イベント開催時感染防止安全計画関連反映 

2022 年 1 月 6 日 第 3 版公開 室内トレーニング時の感染予防強化 

飲食・外食・会食に於ける要管理者の行動制限強化 

制限付き開催（弱い制限）記者席対応反映 

試合開催に於ける判断、意思決定の方法見直し 

2022 年 4 月 29 日 第 4 版公開 内閣官房新型コロナウイルス等感染症対策推進室 

事務連絡(令和 4 年 3 月 16 日発行※22 日一部改

正)反映 

リーグワン「新型コロナウイルス感染症への対応方針 

(2022.3.29 版)」反映 

(検査方法/自主基準見直し、情報共有方法明確化) 

2022 年 11 月 24 日 第 5 版公開 内閣官房新型コロナウイルス等感染症対策推進室 

事務連絡（令和 4 年 9 月 8 日発行）反映 

日常生活における新しい生活様式に沿った記述変更 

●検査方法の改定（核酸検出→抗原定性） 

●濃厚接触者自主基準の廃止 

●イベント実施に対する制限の一部緩和 

2023 年 2 月 7 日 第 6 版公開 内閣官房新型コロナウイルス等感染症対策推進室 

事務連絡（令和 5 年 1 月 27 日発行）反映 

●イベント実施に対する制限の一部緩和 

●参加者名簿作成の廃止（個人情報取得の廃止） 

2023 年 3 月 7 日 第 7 版公開 内閣官房新型コロナウイルス等感染症対策推進室 

事務連絡（令和 5 年 2 月 10 日発行）反映 

●マスク着用の考え方の変更 

 

 

 


